
新潟市住宅政策推進有識者会議開催要綱 
 

（目的） 
第１条 新潟市の住宅事情及び住宅を取り巻く社会情勢の変化等を踏まえ、本市の住宅政策を的確に

推進するにあたり、有識者等からの意見を聴取するため、新潟市住宅政策推進有識者会議（以下「会
議」という。）を開催する。 

 

（所管事項） 
第２条 会議では、次のことについて意見を聴取する。 
⑴ 新潟市住生活基本計画に関すること 

⑵ 新潟市空家等対策計画に関すること 
⑶ 新潟市マンション管理適正化推進計画に関すること 
⑷ その他、住宅政策を推進するにあたり市長が必要と認めること 

 
（委員構成） 

第３条 会議の委員は、次に掲げる者のうちから市長が依頼する。 

 ⑴ 知識経験を有する者 
⑵ 関係団体の役職員 
⑶ その他市長が必要と認める者 

２ 委員の任期は２年以内とする。ただし、再任を妨げない。 
 
（委員長及び副委員長） 

第４条 会議に委員長及び副委員長を各１人置き、委員の互選により選任する。 
２ 委員長は、会議の会務を総理し、会議の議長となる。 
３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 
 （守秘義務） 
第５条 会議の関係者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様と

する。 
 
（会議） 

第６条 会議は、市長が召集する。 
２ 市長が必要と認めるときは、会議に委員以外の出席を求め、その意見及び説明を聴くことができ
る。 

３ 会議は、原則公開とする。ただし、会議の内容が新潟市情報公開条例（昭和６１年新潟市条例第
４３号）第１６条の規定に関するものであるときは、非公開とすることができる。 

４ 市長が必要と認めるときは、ＷＥＢ会議の開催を可能とする。ただし、ＷＥＢ会議には全部また

は一部の委員が出席できることとし、出席は集合形式の会議に出席した場合と同様に扱うこととす
る。 

 

（事務局） 
第７条 会議の事務局は、建築部住環境政策課に置く。 
 

（その他） 
第８条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。 

  

 
 

附 則  

この要綱は、平成１９年８月１０日から施行する。 
 

附 則  

この要綱は、平成２２年７月１３日から施行する。 
 

附 則  

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 
 



附 則  

この要綱は、平成２６年６月２５日から施行する。 
 

附 則  

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 
 

附 則  

この要綱は、平成２７年１１月２日から施行する。 
 

附 則  

この要綱は、令和３年７月２６日から施行する。 
 

附 則  

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 
 


